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10
月
１
日
を
基
準
と
し
て
国
勢
調

査
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
本
町
で
は
、

45
人
の
調
査
員
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

事
前
に
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、

未
経
験
の
人
も
安
心
し
て
応
募
く
だ

さ
い
。

資
格

　

次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
人

①
責
任
を
も
っ
て
調
査
事
務
を
遂
行

で
き
、
原
則
20
歳
以
上
の
人

②
秘
密
の
保
護
に
関
し
信
頼
の
お
け

る
人

③
警
察
・
選
挙
事
務
に
直
接
関
係
の

な
い
人

④
暴
力
団
員
そ
の
他
の
反
社
会
的
勢

力
に
該
当
し
な
い
人

職
務
内
容

①
説
明
会
へ
の
出
席(

８
月
中
旬)

②
担
当
調
査
区
の
確
認
、
調
査
区
要

　

図
の
作
成(

９
月
上
旬
）

③
世
帯
を
訪
問
し
、
調
査
票
を
配
布

　

(

９
月
中)

　

こ
の
届
出
は
、
受
給
者
の
人
に
毎

年
６
月
１
日
現
在
の
状
況
を
記
載
し

て
い
た
だ
き
、
引
き
続
き
児
童
手
当

を
受
け
る
要
件
が
あ
る
か
ど
う
か
を

確
認
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
通
知
に
同

封
し
ま
す
返
信
用
封
筒
に
て
現
況
届

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

提
出
い
た
だ
く
も
の

・
現
況
届

・
児
童
の
父
母
（
両
方
）
の
健
康
保

　

険
証
の
写
し
（
智
頭
町
国
民
健
康

　

保
険
加
入
者
は
不
要
）

※
現
況
届
に
関
す
る
通
知
は
、
受
給

者
に
お
送
り
し
ま
す
。
こ
の
届
を
提

出
し
な
い
場
合
児
童
手
当
の
支
給
が

停
止
と
な
り
ま
す
。

提
出
期
限

　
　
　

６
月
30
日
（
火
）

【
問
合
せ
先
】　

役
場
税
務
住
民
課

　
　
　
　
　
　
　

☎
75
ー
４
１
１
８

　

自
覚
症
状
の
な
い
が
ん
を
早
期
に

見
つ
け
る
方
法
が
住
民
検
診
で
す
。

年
に
１
回
（
乳
が
ん
検
診
は
２
年
に

１
回
）、
継
続
し
て
検
診
を
受
け
る

こ
と
で
、
が
ん
を
早
期
発
見
、
早
期

治
療
で
き
、
そ
の
後
の
安
心
し
た
生

活
に
つ
な
が
り
ま
す
。

「
令
和
２
年
国
勢
調
査
」

　
　
　
　
　
　
調
査
員
募
集

巡
回
結
核
・
肺
が
ん
、
大
腸

が
ん
検
診
を
実
施
し
ま
す
！

６
月
は
「
児
童
手
当
現
況
届
」

を
提
出
す
る
月
で
す
！

④
調
査
票
の
回
収
と
未
提
出
世
帯
へ

　

の
再
訪
問

　
　
　
　
　

(

10
月
上
旬
～
中
旬)

⑤
調
査
票
の
整
理
・
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　

(

10
月
下
旬
）

報
酬

　

２
調
査
区
担
当
７
万
円
程
度

　

１
調
査
区
担
当
３
万
８
千
円
程
度

任
用
期
間　

　

８
月
７
日（
金
）～
11
月
６
日（
金
）

申
込　

　

６
月
22
日(

月)
ま
で
に
、
役
場

総
務
課
へ
問
合
せ
い
た
だ
く
か
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ｢

令
和
２
年
国
勢
調

査
員
募
集｣

か
ら
申
込
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】
役
場
総
務
課　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

☎
75
ー
４
１
１
１

　

６
月
の
巡
回
結
核
・
肺
が
ん
、
大

腸
が
ん
検
診
の
日
程
は
次
の
と
お
り

で
す
。

６
月
１
日
（
月
）

　

時
間　

午
前
９
時
30
分
～
※

　

場
所　

那
岐
地
区
内
※

６
月
２
日
（
火
）

　

時
間　

午
前
10
時
～
※

　

場
所　

山
形
地
区
内
※

※
受
診
券
同
封
の
通
知
参
照

【
問
合
せ
先
】

　

保
健
セ
ン
タ
ー
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　

☎
75
ー
４
１
０
１
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